
壮瞥町における公共交通の利用者は年々減少しているが、一方で、
急速な少子高齢化の進行に伴い、高齢者等の交通弱者の通院・買い
物時における移動を確保するため、町では厳しい財政状況の中、民間
バスの運行維持に対し、補助金を負担している。さらに、バス路線でカ
バーされていない交通空白地域も存在し、交通格差の解消が課題と
なっている。
このような状況の中、平成25年10月からは予約運行型乗合タクシー
（壮瞥町コミュニティタクシー）を運行し、町民の日常生活の移動手段の
確保や地域間幹線系統等との接続による広域的な移動を支援する公
共交通を将来にわたって維持・存続させていくことが必要である。

壮瞥町地域公共交通確保維持改善協議会における地域公共交通確保維持改善事業の概要

令和２年度（補助年度）の新規登録者数60名、実利用者数（延べ）で
は平成30年度の792名を上回ることを目標とする。

協議会開催状況

生活交通確保維持改善計画の目標

○R2.4.27 第29回協議会を開催（書面）
・コミュニティタクシー臨時便の運行について
○R2.6.1 第30回協議会を開催（書面）
・地域内フィーダー系統確保維持計画（案）（R3-
5）について
・コミュニティタクシー臨時便の運行について
○R3.1.15 第31回協議会を開催（書面）
・コミュニティタクシーアンケート調査の結果につ
いて
・地域公共交通確保維持改善事業・事業評価に
ついて（R2）
・運行ダイヤの変更について令和２年度事業概要
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事業実施の目的・必要性

平成25年10月１日より予約運行型乗合タクシー「壮瞥町コミュニティタクシー」の本格運行を開始。近隣市町の医療機関限定
で運行する①通院線（壮瞥町～伊達市・洞爺湖町：片道500円）と、町内であれば利用目的や場所にかかわらず運行する②町
内線（壮瞥町一円：片道100円）の2路線の運行を開始。（通院線については、平成28年度事業より国庫補助対象外。）
運行ダイヤは、①通院線：行き7:30発、帰り10:45発（午後は予約に応じて運行）。②町内線：行き7:30/9:30/11:45/12:45発、帰
り8:00/10:30/11:30/13:45/15:30発となっている。

地域公共交通の現況

・道南バス㈱（３路線）
・スクールバス（３路線）
・コミュニティタクシー（２路線）



令和２年度事業の実施状況

１）プロセス、創意工夫

・R2.6 町広報６月号でコミュニティタクシーの利用方法や時刻表等を掲載し、周知を図った。
・随時 福祉部局の相談業務の中で、コミュニティタクシーの紹介や利用方法等の周知を図った。

【系統名・運行ルート図】

２

２）運行系統



３

３）利用実績

４）収入実績



６）目標・効果達成状況

【目標】

新規登録者数：60名以上

実利用者数（延べ）：792名以上

【実績】

新規登録者数：29名

実利用者数（延べ）：780名

４

７）事業の今後の改善点

町として令和２年７月に、事前登録者を対象としたアンケー
ト調査を実施しており、今後は調査結果の分析を基に、ダイ
ヤ設定の見直しを検討するなど、より利用しやすいサービス
になるよう取り組むと同時に、引き続きコミュニティタクシー
の制度等を周知して、新規登録者の確保及び実利用者の
増加を図る。

・自己評価のとおり、事業は適切に実施されている。
・目標を達成することができなかったが、今年度実施したアン
ケート調査の結果を分析・検証することにより、利用者ニー
ズのくみ上げを行い、更なる利便性向上、利用促進につな
がる取組を期待する。
・持続可能な公共交通を維持する観点から、収支率といった
事業効率の改善につながる目標を設定することもご検討い
ただきたい。
・今後も継続的に維持していくためにも、地域公共交通計画
を策定することを強く期待する。

事業は計画どおり、適切に実施された。

５）事業実施の適切性

８）地方運輸局における二次評価結果


